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市への意見・要望（令和 6年 3月分） 

（令和 6年 3月１日～31日受付分） 
 

受付日 件名 意見・要望の内容 市の回答・対応 担当課 

3/2 藤井寺市民体育

館の予算につい

て 

藤井寺市民体育館の予算を増やしてもらい、藤井寺市民体育館のジム又はトレー

ニングルームを民間企業のエニタイム等の施設と同様並みに施設を充実させてい

ただきたいです。 

詳細としてはダンベルの重量を増やしてほしい。ジムウエイトベットを導入して

ほしい。 

最低でもこの 2つは予算案で提出していただきたい。 

本市体育館のトレーニングルームは、生活習慣病の予防や解消、また健康づくり

やダイエットなど、高齢者や女性の方々でも「いつでも」「気軽に」「簡単に」利用

していただくことを目的とした器具や比較的扱いやすいマシンを設置しておりま

す。 

今回いただきましたジム施設の充実については、今後の施設管理にとって貴重な

ご意見であり、安全性や予算等も踏まえ検討させていただきます。 

スポーツ振興課 

3/7 学校給食につい

て 

先日あった学校給食のウズラ卵をノドに詰めて死亡する事故を受けて、学校給食

の白玉団子等の提供を中止するという内容の手紙を持って帰ってきました。 

どんな食べ物でもよく噛んで食べるよう家でも話をしたのですがその際娘から

「準備が遅れたりすると 10 分ぐらいで食べ終わらないといけない時があるから

大変。」と聞きました。 

毎日では無いようですが、子どもたちにとって学習と同じぐらい大切である給食

の時間があまりにも短いのではないかと驚きました。 

指導要領に沿った学習内容をこなし、子どもたちに指導しながら給食の準備を済

ませるのはとても大変だと思います。 

子どもひとりひとりの食べるスピードも違うでしょうし、難しい事もあると思い

ます。 

ただ、せっかくの給食が時間に追われながらになると特に低学年などではメニュ

ーの変更をしても同じような窒息の事故が起こるのではないかと懸念しておりま

す。 

食育の観点からも、どうか子どもたちがゆとりをもって給食を食べる事ができる

ような時間の確保をお願いしたいと思います。 

先日の学校給食における事故を報道等で知り、市教育委員会としましても、とて

も心を痛めております。 

給食時間については、おっしゃる通り、食育の観点からとても重要な時間と考え

ています。また、子どもたちが楽しみにしている給食の時間に、先生や友達と楽し

く食事をすることを通して、より良い人間関係を育むことができると思います。更

に、健康に良い食事のとり方や給食の準備や後片付けの仕方を学ぶことも、給食の

時間の大切な学びです。そのためにも、適切な給食時間を確保し、給食の準備から

後片付けを含めて、計画的・継続的に指導する必要があると考えています。 

今回、適切な時間が確保されずに、ゆとりをもって給食を食べることができない

時があると伺いました。 

各学校において、適切な給食指導ができるように、時間割の検討や文部科学省に

おける「食に関する指導の手引き」に則り、引き続き指導してまいります。 

 

学校教育課 

3/25 図書館利用の件 藤井寺市においての図書館サービスの利用は、現在２箇所で行われているかと思

います。 

そしてどちらの休館日も月曜に設定されております。 

この休館日を統一するのではなく、それぞれ異なる他の曜日に変更することは出

来ないでしょうか。 

理由としては、せっかく２箇所の図書館サービス窓口がありながら、月曜日に利

用することが出来ないためです。 

なんらかの理由があり同じ月曜日を休館日に設定しているなら仕方ないのです

が、「なんとなく一緒の方が良いから」「以前からそうだから」なら変更して頂ける

と幸いです。 

ご指摘いただいた月曜日に藤井寺市内の図書館サービスを利用できる施設がな

い点につきましては、月曜日に開館していた支所の図書コーナーが今年の 3 月末

に閉鎖したことから、ご不便をおかけして申し訳ありません。 

アイセルシュラホール図書コーナーの利用日は、アイセルシュラホールの施設の

開館日に連動するという施設管理上の制約があるため、図書館だけの意向では変更

しがたい状況にあります。 

しかしながら、図書館として、今後、月曜日に図書館サービスが提供できない状

況について検討する必要性を認識しております。 

今回いただいた貴重なご意見は、今後の図書館サービスの検討に活かしてまいり

ます。 

市立図書館 

3/27 スポーツ振興課

について 

市役所の中で、スポーツ振興課だけ市民体育館内にあるため、市役所に行きそこ

からスポーツ振興課を案内され手続きに行かないといけないという手間が、かなり

市民の負担になっていると感じます。 

具体的なご指摘がされていませんので明言できかねますが、スポーツ振興課にお

ける各種手続き等のうち各施設の使用に関する手続きに関しては、既にオンライン

により可能となっており、またそれらに関しても周知を行っております。 

スポーツ振興課 
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スポーツ振興課が管轄である各種手続きをオンラインやデータ送信でできるよ

うにしたり、市役所の中に分室を作り各施設の鍵の受け取りなどが市役所内でもで

きるよう、改善していただきたいです。市役所と体育館が離れているため、限られ

た時間の中での行き来がたいへんです。 

なお、スポーツ振興課の本庁配置等に関しては、組織との兼ね合いになるため、

検討事項とさせていただきます。 

 


